
 

在
宅
で
受
け
る
サ
ー
ビ
ス

●
居
宅
介
護（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
）

　
自
宅
に
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
が
訪
問

し
、
日
常
生
活
の
手
伝
い
を
し
ま
す
。

●
訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス

　
重
度
身
体
障
害
者
の
家
庭
に
入
浴

車
が
訪
問
し
ま
す
。

●
移
動
支
援
事
業

　
買
い
物
な
ど
の
用
事
が
あ
り
、
外

出
す
る
と
き
、
移
動
の
手
伝
い
を
し

ま
す
。

 

施
設
で
受
け
る
サ
ー
ビ
ス

●
児
童
発
達
支
援

　
就
学
前
の
児
童
に
、
日
常
生
活
で

の
基
本
的
な
動
作
の
指
導
、
集
団
生

活
へ
の
適
応
訓
練
な
ど
を
行
い
ま
す
。

●
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

　
就
学
し
て
い
る
児
童
に
、
生
活
能

力
向
上
の
た
め
の
訓
練
、
社
会
と
の

交
流
促
進
な
ど
を
放
課
後
や
休
日
に

行
い
ま
す
。

●
短
期
入
所

　
家
族
が
病
気
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
で

一
時
的
に
介
護
で
き
な
く
な
っ
た
と

き
、
短
期
間
、
施
設
で
入
浴
や
食
事

な
ど
の
介
護
を
し
ま
す
。

●
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・
ケ
ア
ホ
ー
ム

　
障
害
者
の
自
立
を
促
す
た
め
、
共

同
で
生
活
を
し
ま
す
。

●
福
祉
作
業
所
な
ど
へ
の
通
所

　
障
害
な
ど
の
た
め
に
雇
用
さ
れ
る

こ
と
が
難
し
い
人
へ
、
通
所
に
よ
り

必
要
な
訓
練
を
行
い
ま
す
。

 

助
成
サ
ー
ビ
ス

●
医
療
費
の
助
成

　
心
身
障
害
者（
児
）の
医
療
費
の
自

己
負
担
額
を
助
成
し
ま
す
。

●
難
病
療
養
者
医
療
費
助
成

　

特
定
疾
患
療
養
者
と
重
症
認
定

者
・
小
児
慢
性
特
定
疾
患
療
養
者
の

医
療
費
の
自
己
負
担
額
を
助
成
し
ま

す
。

〈
特
定
疾
患
療
養
者
〉

月
額
／
１
４
、
０
０
０
円
ま
で（
入

院
）、
２
、
０
０
０
円
ま
で（
通
院
）

〈
重
症
認
定
者
・
小
児
慢
性
特
定
疾

患
療
養
者
〉

月
額
／
２
、
０
０
０
円

●
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
の
交
付

　
福
祉
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
際
、

費
用
を
助
成
す
る
利
用
券
を
交
付
し

ま
す
。

●
補
装
具
の
支
給

　
補
装
具（
車
い
す
、
義
足
な
ど
）を

購
入
・
修
理
す
る
場
合
に
、
費
用
の

一
部
を
助
成
し
ま
す
。

※
要
事
前
申
請

 

生
活
保
障

●
特
別
障
害
者
手
当

　
常
に
特
別
の
介
護
を
要
す
る
在
宅

の
重
度
障
害
者
に
支
給
し
ま
す
。

月
額
／
２
６
、
２
６
０
円

●
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
在
宅
の
障
害
児
を
養
育
し
て
い
る

人
に
支
給
し
ま
す
。

月
額
／
５
０
、
４
０
０
円（
１
級
）、

３
３
、
５
７
０
円（
２
級
）

●
障
害
児
福
祉
手
当

　
常
に
介
護
を
要
す
る
在
宅
の
重
度

障
害
児
に
支
給
し
ま
す
。

月
額
／
１
４
、
２
８
０
円

●
ね
た
き
り
身
体
障
害
者
お
よ
び
重

度
知
的
障
害
者
介
護
手
当

　
在
宅
の
ね
た
き
り
身
体
障
害
者
、

ま
た
は
重
度
知
的
身
体
障
害
者
を
介

護
し
て
い
る
人
に
支
給
し
ま
す
。

※
特
別
障
害
者
手
当
な
ど
を
受
給
し

て
い
る
場
合
は
除
く
。

月
額
／
８
、
６
５
０
円

●
心
身
障
害
児
養
育
手
当

　
知
的
障
害
児
、
身
体
障
害
児
の
養

育
者
に
支
給
し
ま
す
。

年
額
／
１
０
、
０
０
０
円

●
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
制
度

　
心
身
障
害
者
を
扶
養
し
て
い
る
人

で
、
県
の
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
に

加
入
し
、
月
々
一
定
の
掛
け
金
を
納

付
し
て
い
た
人
に
万
一
の
こ
と
が

あ
っ
た
場
合
、
残
さ
れ
た
心
身
障
害

者
に
終
身
一
定
の
年
金
を
給
付
し
ま

す
。

 

給
付
サ
ー
ビ
ス

●
日
常
生
活
用
具
な
ど
の
給
付

　
在
宅
障
害
者（
児
）に
日
常
生
活
用

具（
ス
ト
マ
装
具
、
歩
行
補
助
つ
え

な
ど
）を
給
付
し
ま
す
。

※
要
事
前
申
請

●
家
族
介
護
用
品
給
付

　
在
宅
の
重
度
障
害
者（
児
）を
介
護

す
る
人
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、

紙
お
む
つ
を
支
給
し
ま
す
。

　
各
種
サ
ー
ビ
ス
に
は
利
用
者
負

担
や
所
得
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。

利
用
の
際
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

4p 上楕円

4p下楕円

3p

  
心
身
に
障
害
の
あ
る
人
を
支
え
ま
す

  
福
祉
サ
ー
ビ
ス
い
ろ
い
ろ

　
市
で
は
、
心
身
に
障
害
の
あ
る
人
の
生
活
を
支
え
る
た
め
、
さ
ま
ざ

ま
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
ま
す
。気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

社
会
福
祉
課
障
害
福
祉
班
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